
京都市消防局訓令乙第７号 

各 部 

消 防 学 校 

各 消 防 署 

 京都市消防吏員服装規程の一部を次のように改正する。 

  平成３０年９月２８日 

京都市消防局長 荒 木 俊 晴 

別表第１制服の項中「本部指隊救助隊員」を「統括指揮隊員，本部救助隊員」に改 

める。 

 別表第１活動服の項中 

「      

本 部 指 揮 救 助 服 装 本部指揮救助隊員として勤務するとき。 

                                     」                                     

「      

統 括 指 揮 服 装 統括指揮隊員として勤務するとき。 

特 別 高 度 救 助 服 装 本部助隊員として勤務するとき。 

                                     」 

改め，同表災害現場服の項中 

「 

本部指揮救助隊服装 
本部指揮救助隊員として災害現場活動又は警

防訓練に従事するとき。 

                                     」 

 

 

 

 

 

を 

に 

を 



「 

                              

 

 

 

改める。 

 別表第２及び別表第３を次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に 

」 

統 括 指 揮 隊 服 装 
統括指揮隊員として災害現場活動又は警防訓

練に従事するとき。 

特 別 高 度 助 隊 服 装 
本部救助隊員として災害現場活動又は警防訓

練に従事するとき。 

 



別表第２（第４条関係） 

制服及び活動服 

 

区  分   

 

 

 

  品  目 

制    服 活  動  服 

正  装 常  装 統

括

指

揮

服

装 

特
別
高
度
救
助
服
装 

消

防

服

装 
救

助

服

装 

救

急

服

装 

春

・

秋

・

冬

期 

夏

期

春

・

秋

・

冬

期 

夏

期 

帽 

制 

 

 

帽 

男性用 
合 冬 帽 ○  ○       

夏 帽  ○  ○      

女 性 用 ○ ○ ○ ○      

救 急 帽         △ 

保 安 帽   △ △ △ △ △ △ △ 

統 括 指 揮 活 動 帽     ○     

特別高度救助活動帽      ○    

活 動 帽   ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ▲ ▲ 

救 助 活 動 帽      ▲  ○  

救 急 活 動 帽         ○ 

 

 

 

 

  

衣 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服 

 

合 冬 服 ○  ○       

夏 

服 

長 袖 服  ○  
○ 

     

半 袖 服         

統 括 指 揮 活 動 服     ○     

特別高度救助活動服      ○    

活 動 服       ○   

救 助 活 動 服      ▲  ○  

活 動 服 （ 半 袖 ）     △ △ △ △  

救 急 活 動 服         ○ 

救 急 実 習 服         △ 

襟 章 ○  ○       



 

 

 

 

 

 

 

 

等 

消 防 局 章 ○ ○ ○ ○      

階 級 章 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

消防長章（局長のみ） ○ ○        

ネ ク タ イ ○  ○       

ワイシャツ又はブラウス ○  ○       

防 
寒 
衣 

コ ー ト 型   ●  ● ● ● ● ● 

ジ ャ ン パ ー 型   ● ● ● ● ● ● ● 

雨 衣   ● ● ● ● ● ● ● 

靴 

短 靴 ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ 

活 動 靴   △ △ ○ ○ ○ ○ △ 

ゴ ム 長 靴   △ △ △ △ △ △ △ 

救 急 靴         ○ 

付 

属 

品 

帽 雨 覆 い   ● ●      

手 
 
袋 

常 用 手 袋 ○  ●       

作 業 手 袋   ● ● ● ● ● ● ● 

備考１ ○印は，原則として着用すべき品目を，△印は，業務の内容及び気候により必

要に応じて○印に替えて着用できる品目を，●印は，業務の内容，気候及び天候

により必要に応じて着用する品目を，▲印は，局長が別に定める場合に限り着用

することができる品目を示す。 

２ 衣服（防寒衣及び雨衣を除く。）には，バンドを含むものとする。 

３ 統括指揮活動服，特別高度救助活動服，活動服及び救助活動服には，活動用下

衣又は活動服（半袖）を含むものとする。 

４ 救急活動服及び救急実習服には，活動用下衣を含むものとする。 

 

 

 

 

 

 



別表第３（第４条関係） 

災害現場服 

        
区  分   

 
 
  
 
 
 
品  目 

統括指指揮

服装 

特 別 高 度 

救助隊服装 
消防隊服装 救助隊服装 

救急隊
服装 

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ  

  

帽 

 

防 火 帽    ○ △ ○ △ ○ △ ○ △  

救 急 帽         ○ 

保 安 帽  ○  ○  ○  ○  

 

衣 

 

 

服 

 

 

等 

防 火 衣 ○ ● ○ ● ○ ● ○ ●  

活 動 服     ○ ○    

統 括 指 揮 活 動 服 ○ ○        

特別高度救助活動服 ▲ ▲ ○ ○      

救 助 活 動 服   ▲ ▲   ○ ○  

救 急 活 動 服         ○ 

階 級 章 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 

防 寒 衣     
（ジャンパー型） 

 ●  ●  ●  ● ● 

雨 衣  ●  ●  ●  ● ● 

靴 

防 火 靴 ○ △ ○ △ ○ △ ○ △  

活 動 靴  ○  ○  ○  ○ △ 

ゴ ム 長 靴      △   △ 

救 急 靴         ○ 

作 業 手 袋 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● 

 備考１ ○印は，原則として着用すべき品目を，△印は，災害の種別により○印に替え

て着用できる品目を，●印は，気候及び天候により必要に応じて着用する品目

を，▲印は，局長が別に定める場合に限り着用することができる品目を示す。 

  ２ 消防隊には，指揮隊及び特別装備隊を含むものとする。 

  ３ Ａとは，火災防御活動（林野火災防御活動を除く。）に従事する場合の服装を

いう。 

  ４ Ｂとは，林野火災防御活動又は火災以外の災害現場活動に従事する場合の服装を



いう。 

  ５ 衣服（防寒衣及び雨衣を除く。）には，バンドを含むものとする。 

６ 統括指揮活動服，特別高度救助活動服，活動服及び救助活動服には，活動用下

衣又は活動服（半袖）を含むものとする。 

  ７ 救急活動服には，活動用下衣を含むものとする。 

  ８ 消防隊服装で災害現場活動に従事する場合，運転員については保安帽及び活動

靴又はゴム長靴を着用することができる。 

  ９ 統括指揮活動服，特別高度救助隊服装及び救助隊服装で災害現場活動に従事す

る場合，運転員については保安帽及び活動靴を着用することができる。 

附 則 

この訓令は，平成３０年１０月１日から施行する。 

（消防局総務部人事課） 


